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仙
北
市
在
宅
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
事
業
と

仙
北
市
子
育
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
支
援
事
業
を
開
始
し
ま
す

【
問
合
せ
】子
育
て
推
進
課（
角
館
庁
舎
） 

☎（
43
）２
２
８
０

　
市
が
指
定
す
る
有
料
の
子
育
て
サ
ー
ビ

ス
に
利
用
で
き
る「
サ
ポ
ー
ト
券
」を
交
付

し
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
お
忘
れ
の
な

い
よ
う
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

在
宅
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
事
業 

● 

事
業
内
容
／
在
宅
で
小
学
校
就
学
前
児

童
の
子
育
て
を
行
う
家
庭
に
、
経
済
的

な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
児
童
福
祉

向
上
を
図
る
た
め
、
１
万
５
０
０
０
円

相
当
の
サ
ポ
ー
ト
券
を
交
付
し
ま
す
。

● 

交
付
対
象
／
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

す
方

▼ 

児
童
お
よ
び
保
護
者
と
も
仙
北
市
に
住

所
を
有
す
る
こ
と

▼ 

令
和
4
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

小
学
校
就
学
前
児
童
の
保
護
者

▼ 

認
可
保
育
園
、
認
定
こ
ど
も
園
、
認
可

外
保
育
施
設
も
し
く
は
幼
稚
園
に
入
所

（
仙
北
市
外
の
施
設
含
む
）し
て
い
な
い

児
童
の
保
護
者

▼ 

仙
北
市
保
育
園
入
所
待
機
児
童
等
支
援

事
業
費
補
助
金
の
交
付
対
象
と
な
っ
て

い
な
い
児
童
の
保
護
者

 

子
育
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
支
援
事
業 

● 

事
業
内
容
／
平
成
30
年
4
月
2
日
以
降

に
第
3
子
以
降
が
生
ま
れ
、
小
学
校
就

学
前
の
子
を
養
育
し
て
い
る
家
庭
に
、

経
済
的
な
負
担
を
軽
減
し
安
心
し
て
子

ど
も
を
産
み
育
て
る
環
境
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
、
1
万
５
０
０
０
円
相
当
の

サ
ポ
ー
ト
券
を
交
付
し
ま
す
。

● 

交
付
対
象
／
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

す
方

▼ 

児
童
お
よ
び
保
護
者
と
も
仙
北
市
に
住

所
を
有
す
る
こ
と

▼ 

平
成
30
年
4
月
2
日
以
降
に
第
3
子
以

降
が
生
ま
れ
、
そ
の
子
を
含
む
3
人
以

上
の
子
を
養
育
し
て
い
る
こ
と

▼
就
学
前
の
子
を
養
育
し
て
い
る
こ
と

共
通
事
項

● 

サ
ー
ビ
ス
内
容
／

① 
子
ど
も
の
笑
顔
が
広
が
る
サ
ー
ビ
ス
プ

ラ
ン（
絵
本
・
ケ
ー
キ
・
子
ど
も
の
靴
購

入
、
子
ど
も
の
記
念
写
真
、
予
防
接
種

な
ど
）

② 

家
族
の
絆
を
深
め
る
サ
ー
ビ
ス
プ
ラ
ン

（
水
族
館
の
入
館
料
や
動
物
園
の
入
園

料
な
ど
）

③ 

一
時
的
な
保
育
を
支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス

プ
ラ
ン（
一
時
保
育
サ
ー
ビ
ス
、
託
児

サ
ー
ビ
ス
）

※ 

子
育
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
支
援
事
業
に
つ
い
て

は
、
②
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※ 

詳
細
は
、
申
請
窓
口
に
設
置
し
て
い
る
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

● 

申
請
先
／
子
育
て
推
進
課（
角
館
庁
舎
）、

田
沢
湖
・
西
木
市
民
セ
ン
タ
ー
、
各
出
張

所
● 

申
請
・
交
付
期
間
／
７
月
１
日
㈮
～
令

和
5
年
２
月
28
日
㈫

● 

有
効
期
限
／
令
和
5
年
3
月
31
日
㈮

完
全
予
約
制
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

時
間
外
交
付
を
行
い
ま
す

【
問
合
せ
】市
民
生
活
課 

市
民
係（
角
館
庁
舎
） 

☎（
43
）３
３
０
７

　
写
真
付
き
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

申
請
し
、
お
手
元
に
発
行
通
知
書
の
ハ
ガ

キ
が
届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
、
時
間
外

で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
を
行

い
ま
す（
交
付
は
予
約
し
た
方
の
み
に
限

り
ま
す
。
ま
た
時
間
外
の
交
付
窓
口
は
角

館
庁
舎
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
）。

　
時
間
外
で
の
交
付
を
希
望
す
る
方
は
、

各
交
付
日
の
２
日
前
ま
で
に
電
話
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
場
所
が
田
沢
湖
庁
舎
、
西
木
庁

舎
と
な
っ
て
い
る
方
に
つ
い
て
も
、
２
日

前
ま
で
に
連
絡
を
い
た
だ
け
れ
ば
角
館
庁

舎
で
受
け
取
り
が
可
能
で
す
）。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に

つ
い
て
は
原
則
本
人
が
来
庁
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

● 

時
間
外
交
付
日
時
／
７
月
13
日
、27
日
、

8
月
10
日
、
24
日
、
9
月
7
日
、
21
日

17
時
15
分
～
19
時
ま
で

● 

持
参
す
る
も
の
／
▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
発
行
通
知
書
の
ハ
ガ
キ

▼ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド（
紛
失

し
て
い
る
場
合
に
は
、
紛
失
届
を
記
入

し
て
い
た
だ
き
ま
す
）

▼ 

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、

在
留
カ
ー
ド
な
ど
の
う
ち
１
点
。
こ
れ

ら
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
健
康
保
険

証
ま
た
は
年
金
手
帳〈
年
金
証
書
で
も

可
〉お
よ
び「
氏
名
・
生
年
月
日
」ま
た

は「
氏
名
・
住
所
」が
記
載
さ
れ
た
書
類

〈
社
員
証
、
学
生
証
、
医
療
受
給
者
証

な
ど
〉）

▼ 

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方

の
み
）

※ 

詳
細
に
つ
い
て
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
発

行
通
知
書
の
ハ
ガ
キ
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
仙
北
市
内
の
土
地
や
家
屋
の
現
況
を
把

握
す
る
た
め
、
地
方
税
法
第
４
０
８
条
に

も
と
づ
き
、
実
地
調
査
を
行
い
ま
す
。
基

本
的
に
は
道
路
か
ら
目
視
で
確
認
し
ま
す

が
、
確
認
で
き
な
い
場
合
は
お
声
が
け
し

て
敷
地
に
立
ち
入
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

固
定
資
産
税
の
実
地
調
査
を
行
い
ま
す

【
問
合
せ
】税
務
課（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎（
43
）１
１
１
７

で
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

● 

実
施
時
期（
予
定
）／
7
月
か
ら
11
月

ま
で

● 

調
査
地
区（
予
定
）／
田
沢
湖
生
保
内

地
区

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の

給
付
金
で
す
。

　
「
ひ
と
り
親
世
帯
分
」と「
そ
の
他
の

世
帯（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
）分
」が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
申
請
が
必
要
な
場
合
と

不
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

給
付
金
は
、
同
じ
受
給
者
が
重
複
し
て

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ひ
と
り
親
世
帯
分

① 

令
和
4
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

受
給
者

→ 

申
請
不
要
…
6
月
末
に
支
給
済
み

② 

公
的
年
金
給
付
な
ど
を
受
給
し
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
令
和
4
年
４
月
分

の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
な
い
方（
児
童
扶
養
手
当
未
申
請
者

を
含
み
ま
す
）と
扶
養
義
務
者
の
所
得

が
限
度
額（
※
早
見
表
Ａ
参
照
）を
下

回
る
場
合
に
該
当
。

→ 

申
請
必
要

③ 

家
計
急
変
者
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
で
、
令
和
２
年
２

月
以
降
の
収
入
が
減
少
し
、
児
童
扶

養
手
当
受
給
者
の
水
準（
※
早
見
表
Ａ

参
照
）を
下
回
る
場
合
に
該
当
。

※ 

令
和
4
年
４
月
以
降
に
児
童
扶
養
手
当
の

要
件
に
該
当
し
た
方
は
、
該
当
月
以
降
を

給
付
金
の
お
知
ら
せ

「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」を
支
給
し
ま
す

【
問
合
せ
】子
育
て
推
進
課 （
角
館
庁
舎
） 

☎（
43
）２
２
８
０

扶養人数 申請者 扶養義務者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円

▼   扶養義務者とは、生計を同じくする三親等内の親族を
指します。

▼  収入には年金収入を含みます。

▼   家計急変者は、任意の月の収入を 12倍した額と比較
します。

世帯の人数（※） 限度額（申請者）
2人　〈例〉父（母）、子1人 82万8千円
3人　〈例〉父、母、子1人 110万8千円
4人　〈例〉父、母、子2人 138万8千円
5人　〈例〉父、母、子3人 166万8千円

（※）世帯の人数は、以下の合計人数です。

▼ 申請者本人

▼  同一生計配偶者（所得が 48万円以下の方）

▼  扶養親族（16歳未満の方も含む所得が48万円以下の方）

▼ 早見表 A　児童扶養手当支給制限限度額早見表
　（令和2年中の所得と比較）

▼ 早見表 B　非課税所得限度額早見表
　（令和3年中の所得と比較）　　給与収入のみの方の例

任
意
の
月
と
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

→
申
請
必
要

● 

申
請
受
付
期
間
／
7
月
15
日
㈮
～
令

和
5
年
２
月
28
日
㈫
ま
で

そ
の
他
の
世
帯（

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
）分

申
請
不
要
な
方

▼ 

令
和
4
年
4
月
分
の
児
童
手
当
ま
た
は

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
に
は
7

月
中
に
市
か
ら
、
高
校
生
な
ど
の
兄
姉

の
分
を
含
み
支
給
申
込
み
を
行
っ
た
う

え
で
、
7
月
末
に
手
当
口
座
に
振
り
込

み
ま
す（
受
け
取
り
を
希
望
し
な
い
場

合
だ
け
手
続
き
が
必
要
で
す
）。

申
請
が
必
要
な
方

　
次
の
①
②
の
両
方
に
該
当
す
る
場
合

は
こ
の
給
付
金
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

① 

令
和
4
年
3
月
31
日
時
点
で
18
歳
未

満（
障
が
い
児
の
場
合
20
歳
未
満
）の

児
童
、
ま
た
は
令
和
4
年
4
月
以
降

令
和
5
年
2
月
末
ま
で
に
生
ま
れ
た

新
生
児
な
ど
を
養
育
す
る
父
母
な
ど
。

② 

令
和
4
年
度
市
民
税（
均
等
割
）が
非

課
税
ま
た
は
非
課
税
相
当（
※
早
見
表

Ｂ
参
照
）。

▼ 

公
務
員
で
①
②
に
該
当
す
る
方

▼ 

①
②
に
該
当
し
、
児
童
が
高
校
生（
平

成
16
年
4
月
2
日
～
平
成
19
年
4
月
1

日
生
ま
れ
の
児
童
）の
み
の
場
合

▼ 

家
計
急
変
者
…
①
に
該
当
し
、
令
和
4

年
1
月
以
降
の
収
入
が
減
少
し
、
非
課

税
相
当
の
所
得（
※
早
見
表
Ｂ
参
照
）

と
な
っ
た
方

● 

申
請
受
付
期
間
／
7
月
15
日
㈮
～
令

和
5
年
２
月
28
日
㈫
ま
で（
新
生
児
は

3
月
15
日
㈬
）

共
通
事
項

●
支
給
額
／
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

● 

申
請
方
法
／
要
件
に
該
当
す
る
こ
と

を
確
認
し
、
添
付
書
類
や
記
入
も
れ

の
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
、
市
役
所
窓
口
に
用
意
す

る
ほ
か
、
仙
北
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w

w
.city.sem

boku.
a

k
ita

.jp
/n

e
w

s_to
p

ics/
w

hatsnew
.php?id=2946

）か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

● 

問
合
せ
・
申
請
窓
口
／
子
育
て
推
進
課

　

 （
〒
０
１
４ｰ

０
３
９
２ 

角
館
町
中
菅

沢
81ｰ

８
）

※ 

そ
の
ほ
か
の
市
役
所
窓
口
は
受
け
取

り
の
み
対
応
し
ま
す
。

給
付
金
の
詳
細
や
申

請
書
は
仙
北
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す
。

◆ 所得とは、収入から控除額を引いた残りの額です。営業の場合は総収入から経費を差し引いた残りの額です。
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https://www.city.semboku.akita.jp/

▼角館市民センター　☎43-3309

▼西木市民センター　☎43-2200

▼桧木内出張所　　　☎48-2001

▼上桧木内出張所　☎49-2159

▼田沢出張所　☎43-1351

▼神代出張所　☎43-1352

▼総務課　☎43-1111

▼田沢湖市民センター　☎43-1147
ｆａｃｅｂｏｏｋ
https://www.facebook.com/sembokucity

　
令
和
4
年
4
月
1
日
か
ら
成
年
年
齢
が

18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
仙
北
市
で
は
、
従
来
の
成
人
式
を「
仙

北
市
二
十
歳
の
集
い
」と
改
め
、
20
歳
を

迎
え
た
方
を
対
象
に
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
／
8
月
14
日
㈰ 
14
時
～

● 

場
所
／
仙
北
市
民
会
館

● 

該
当
者
／
平
成
13
年
4
月
2
日
～
平
成

【
問
合
せ
】教
育
委
員
会 

生
涯
学
習
課（
西
木
庁
舎
） 

☎（
43
）３
３
８
３

14
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
市
出

身
の
方
、
お
よ
び
市
内
在
住
の
方

※ 

今
後
の
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
、
開
催
の
延

期
や
内
容
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

延
期
な
ど
の
際
は
、
随
時
、
広
報
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

ご
不
明
な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
生
涯
学

習
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

「
仙
北
市
二
十
歳
の
集
い
」を
開
催
し
ま
す

家
族
介
護
用
品
支
給
事
業

在
宅
介
護
生
活
を
支
援
し
ま
す

【
問
合
せ
】包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
角
館
庁
舎
） 

☎（
43
）２
２
８
３

ご
家
庭
で
眠
っ
て
い
る
食
料
品
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　
仙
北
市
で
は
、
食
料
品
を
集
め
る
運
動

（
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
）を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
食
料

品
は
、「
一
般
社
団
法
人
フ
ー
ド
バ
ン
ク
あ

き
た
」に
お
届
け
し
、
そ
こ
か
ら
食
事
に

不
自
由
さ
れ
て
い
る
方
々
へ
の
支
援
に
活

用
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
温
か
い
ご
支
援

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

実
施
期
間
／
期
間
を
設
け
ず
通
年
で

行
っ
て
い
ま
す
。

● 

受
取
窓
口
／
社
会
福
祉
課（
角
館
庁
舎
）、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
・
各
出
張
所
、
仙
北

市
社
会
福
祉
協
議
会
各
支
所

● 

ご
提
供
い
た
だ
き
た
い
食
料
品
／　
　

食
料
品
を
募
集
し
て
い
ま
す（
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
）

【
問
合
せ
】社
会
福
祉
課 （
角
館
庁
舎
） 

☎（
43
）２
２
８
８

▼
穀
類（
米
・
乾
麺
・
小
麦
粉
な
ど
） 

▼
調

味
料（
み
そ
・
醤
油
・
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
な
ど
） 

▼
缶
詰（
魚
・
肉
・
果
物
な
ど
） 

▼
お
菓
子

類 

▼
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品 

▼
レ
ト
ル
ト

食
品 

▼
の
り
、
お
茶
、
粉
ミ
ル
ク
な
ど

● 

ご
提
供
い
た
だ
き
た
い
食
料
品
の
条
件
／

▼
包
装
や
外
装
が
破
損
し
て
い
な
い
も

の 

▼
生
鮮
食
品
以
外
の
も
の 

▼
未
開
封

の
も
の 

▼
消
費
期
限
が
明
記
さ
れ
て
お

り
、
1
か
月
以
上
先
の
も
の 

▼
包
装
や

外
装
を
移
し
替
え
て
い
な
い
も
の（
お

米
は
除
く
）

※ 

右
記
条
件
を
確
認
の
う
え
、
状
態
に
よ
っ
て

は
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　
簡
易
専
用
水
道
の
設
置
者
は
、
国
の
管

理
基
準
に
従
っ
て
点
検
や
清
掃
な
ど
を
実

施
し
、
さ
ら
に
登
録
検
査
機
関
の
検
査（
有

料
）を
年
1
回
以
上
定
期
的
に
検
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
規
定
に

違
反
し
た
方
は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

管
理
基
準

▼ 

水
槽
の
清
掃
を
毎
年
1
回
以
上
定
期
に

行
う
こ
と
。

簡
易
専
用
水
道
の
設
置
者
は

登
録
検
査
機
関
に
よ
る
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い

【
問
合
せ
】市
民
生
活
課 

消
費
生
活
係（
角
館
庁
舎
） 

☎（
43
）３
３
１
３

▼ 

水
槽
の
点
検
な
ど
、
有
害
物
、
汚
水
な

ど
に
よ
っ
て
水
が
汚
染
さ
れ
る
の
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

▼ 

給
水
栓
に
お
け
る
色
、
濁
り
、
臭
い
、

味
な
ど
に
異
常
が
あ
れ
ば
、
必
要
な
検

査
を
行
う
こ
と
。

▼ 

供
給
水
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
時
は
、
た

だ
ち
に
給
水
を
停
止
し
、
関
係
者
に
周

知
さ
せ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

●
対
象
／
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

▼
仙
北
市
に
住
所
を
有
す
る
方
。

▼ 

介
護
保
険
法
に
お
い
て
要
介
護
４
ま
た

は
５
と
認
定
さ
れ
た
在
宅
で
要
介
護
者

を
介
護
し
て
い
る
家
族
。

▼ 

市
県
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と

（
住
民
基
本
台
帳
上
、
別
世
帯
で
も
、

実
態
と
し
て
市
県
民
税
課
税
世
帯
と
同

一
世
帯
に
み
な
さ
れ
る
場
合
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
）。

● 

申
請
方
法
／
次
の
3
枚
を
そ
ろ
え
て
各

窓
口（
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
市
民
セ

ン
タ
ー
・
出
張
所
）へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

▼ 

家
族
介
護
用
品
支
給
申
請
書（
窓
口
に

あ
り
ま
す
）

▼
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し

▼ 

世
帯
全
員
の
市
県
民
税
非
課
税
証
明
書

（
発
行
手
数
料
は
無
料
に
な
り
ま
す
）

● 

支
給
券
／
1
人
月
額
４
１
５
０
円
の
介

護
用
品
券

● 

支
給
方
法
／
指
定
薬
局
で
次
の
介
護
用

品
6
品
目
か
ら
希
望
の
も
の
と
引
き
換

え
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

紙
お
む
つ 

▼
尿
と
り
パ
ッ
ト 

▼
使
い
捨

て
手
袋 

▼
清
拭
剤 

▼
ド
ラ
イ
シ
ャ
ン

プ
ー 

▼
ウ
エ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ

　
田
沢
湖
市
民
セ
ン
タ
ー
と
西
木
市
民
セ

ン
タ
ー
の
停
電
時
非
常
用
電
話
を
次
の
と

お
り
移
設
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

●
田
沢
湖
市
民
セ
ン
タ
ー

　
→
総
合
防
災
課
へ
移
設（
田
沢
湖
庁
舎

　
2
階
）☎
43ｰ

３
２
７
３

【
問
合
せ
】総
合
防
災
課（
田
沢
湖
庁
舎
） 
☎（
43
）１
１
１
５

●
西
木
市
民
セ
ン
タ
ー

　
→
教
育
委
員
会
へ
移
設（
西
木
庁
舎
2

　
階
）☎
47ｰ

３
２
３
３

停
電
時
非
常
用
電
話
移
設
の
お
知
ら
せ

　
角
館
町
割
４
０
０
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

● 

日
時
／
7
月
31
日
㈰ 

9
時
～
15
時
30

分
● 

場
所
／
角
館
交
流
セ
ン
タ
ー

● 

入
場
料
／
無
料
・
申
込
不
要

記
念
講
演

▼ 

講
師 

江
井
秀
雄 

氏（
元 

東
京
経
済
大
学

講
師
・
民
衆
思
想
史
研
究
所
代
表
）

▼ 

演
題 「
角
館
・
御
家
断
絶
と
再
興
事
件
」

基
調
講
演

▼ 

講
師 

天
野
真
志 

氏（
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
准
教
授
）

▼ 

演
題 「
秋
田
藩
角
館
の
変
遷
」

子
ど
も
た
ち
の
取
り
組
み
紹
介

▼
桜
の
町
の
案
内
人 

▼
桜
の
施
肥
作
業 

▼
武
家
屋
敷
の
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
な
ど

角
館
町
割
４
０
０
年記

念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す

【
問
合
せ
】文
化
財
保
護
室（
角
館
庁
舎
） 

☎（
43
）３
３
８
４

の
映
像
上
映
ほ
か

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

▼ 

テ
ー
マ 

「
町
割
４
０
０
年
、
こ
れ
か
ら

の
１
０
０
年
に
向
か
っ
て
」～
こ
の
町
並

み
を
未
来
の
こ
ど
も
た
ち
へ
～

▼ 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　
　
　
　
　
　
　

永
井
康
雄 

氏（
山
形
大
学
教
授
）

▼ 

パ
ネ
リ
ス
ト 

・ 

石
黒
直
次 

氏（
角
館
伝
建
群
保
存
地
区

の
町
並
み
を
守
る
会
会
長
）

・ 

中
田
達
男 

氏（
仙
北
市
角
館
町
文
化
財

保
護
協
会
会
長
）

・ 

安
藤
雄
介 

氏（
仙
北
市
立
角
館
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
）

・ 

梅
津
章
子 

氏（
文
化
庁
文
化
財
第
二
課

主
任
文
化
財
調
査
官
）

市役所田沢湖庁舎1階の
配置が変更になります！ 【問合せ】管財課（田沢湖庁舎） ☎（43）1114

　7月4日㈪から、社会福祉法人 仙北市社会福祉協議会田沢湖支所が、
田沢湖第二庁舎から田沢湖庁舎1階に移転します。
　移転後の配置は次のとおりです。お間違えないようお願いします。

　7月1日から秋田銀行派出窓口
が田沢湖庁舎は 13時30分からの
1時間に変更、西木庁舎は廃止と
なります。
　変更後の市税などの納付につい
ては、これまでと同じように田沢
湖庁舎は会計課、西木庁舎は市民
センターで納付いただけます。
　なお、角館庁舎内の派出窓口は
変更ありません。

秋田銀行派出窓口が
廃止・変更になります

玄関

仙北市役所田沢湖庁舎1階配置図

社会福祉法人 
仙北市社会福祉協議会 田沢湖支所
　☎ 43-1368　FAX 43-1373

書庫 WC WC 契約
検査室

仙北市
社会福祉協議会

田沢湖支所

収納推進課
税務課

田沢湖市民センター 会計課

男子 女子

↓秋田銀行派出窓口
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information市 役所からのお知らせ ホームページ
https://www.city.semboku.akita.jp/

▼角館市民センター　☎43-3309

▼西木市民センター　☎43-2200

▼桧木内出張所　　　☎48-2001

▼上桧木内出張所　☎49-2159

▼田沢出張所　☎43-1351

▼神代出張所　☎43-1352

▼総務課　☎43-1111

▼田沢湖市民センター　☎43-1147
ｆａｃｅｂｏｏｋ
https://www.facebook.com/sembokucity

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
の
開
発
体
験
を
通
し
て
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
の
習
得
を
目

指
す
デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
講
座
が
、
7
月
30
日
㈯
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　
受
講
者
を
7
月
22
月
㈮
ま
で
募
集
し
ま
す
。

　
講
座
開
催
の
背
景
は
、
広
報
せ
ん
ぼ
く
6
月
16
日
号
の
9
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。「
初
心
者
向
け
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
講
座
」は
、
９
月
に
実
施
予
定
で
す
。
改

め
て
、
広
報
せ
ん
ぼ
く
な
ど
で
実
施
日
時
や
申
込
方
法
を
ご
案
内
し
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
人
材
育
成
講
座
の
受
講
者
募
集
に
つ
い
て

【
問
合
せ
】企
画
政
策
課 

地
方
創
生
・
総
合
戦
略
係 （
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎（
43
）３
３
１
５

●参加料／無料
●日時・場所・内容

❶ デジタル人材育成講座の概要

▶第1回：7月30日 ㈯ 13:00 ～ 17:00
▶場所：角館樺細工伝承館
▶「スマートフォンアプリの開発概論とビジネスモデル」
　・スマートフォンアプリ制作の手順について
　　アプリ開発、アプリストアへのリリースなど
　・スマートフォンアプリのビジネスモデルについて

▶オンライン自主学習：
　　スマートフォンアプリ開発の知識習得コンテンツの視聴など

▶第2回：8月27日 ㈯ 13:00 ～ 17:00
▶場所：角館樺細工伝承館
▶「スマートフォンアプリ開発演習と地域課題解決」
　・アプリ画面設計作成
　・アプリ画面の実装、機能実装
　・スマートフォンアプリと地域課題の解決について

▶オンラインのグループワーク：
　　発表会に向けたグループワーク

▶第3回：9月17日 ㈯ 13:00 ～ 17:00
▶場所：角館交流センター
▶「グループワークの成果発表会とそのフィードバック」
　・発表前の内容のフォローアップおよび最終調整
　・グループワークの成果発表
　・発表のフィードバック、審査結果発表

➋ デジタル人材育成講座の申込方法など

●対象／市内在住または市内通学通勤の高校生～社会人を対象とします。
　　　　（開催期間中のすべての学習に参加できる方）
●定員／ 10人（希望者多数の場合、志望理由などにより選考します）
●申込方法／下記URLまたは右記二次元コードの申込フォーム（Peatix）から申し込みください。
　　　　　　　https://semboku-seminar2022.peatix.com
●申込期限／ 7月22日 ㈮ まで

全3回の集合講座とオンライン学習で
スマートフォンのアプリ開発を体験外

がいこくじん
国人のための相

そうだんいん
談員（困

こま
ったことを聞

き
いてくれる人

ひと
）を紹

しょうかい
介します

【問
といあわ

合せ】　教
きょういくいいんかい

育委員会　生
しょうがいがくしゅうか

涯学習課　（西
にしきちょうしゃ

木庁舎） ☎（43）3383

【日本語】
　大

だいせんし
仙市、仙

せんぼくし
北市、美

みさとちょう
郷町に住

す
んでいる外

がいこくじん
国人の相

そうだんいん
談員（困

こま
ったことを聞

き
いてくれる人

ひと
）がいます。

　困
こま

ったことやわからないことがあるときは相
そうだん

談してください。

【英語】
There are advisors available for foreign nationals 
residing in Daisen City,　Semboku City and Misato 
Town. Please feel free to contact them if you have 
any questions or concerns about your life here.

Area Advisor Telephone
Daisen SUZUKI Mitsuaki 090-2276-1113

Semboku TAMURA Yuko 090-2957-1754
Misato KATO Chieko 0187-84-2234

● Contact ／
▶ Daisen City Relations Development Division
　Telephone: 0187-63-1111 (extension 216)
▶  Semboku City Board of Education Lifelong Learning 

Department
　Telephone: 0187-43-3383
▶ Misato Town Planning and Financial Division
　Telephone: 0187-84-4901

【中国語】
为居住在大仙市、仙北市、美乡町的外国人提供免费咨询服务。
如果您在生活上有什么困难或者遇到任何问题，请与以下咨询
顾问联系。

地区地区 咨询顾问咨询顾问 联系电话联系电话

大仙市 铃木通明 090-2276-1113
仙北市 田村雄幸 090-2957-1754
美乡町 加藤千惠子 0187-84-2234

●主办单位／
▶大仙市　交流振兴课　电话  0187-63-1111（分机216）
▶仙北市　教育委员会生涯学习课　电话  0187-43-3383
▶美乡町　企划财政课　电话  0187-84-4901

●担
たんとう

当／
▶大

だいせんし
仙市　交

こうりゅうしんこうか
流振興課　電

で ん わ
話　0187-63-1111( 内

ないせん
線216)

▶仙
せんぼくし

北市　教
きょういくいいんかい

育委員会  生
しょうがいがくしゅうか

涯学習課　電
で ん わ

話　0187-43-3383
▶美

みさとちょう
郷町　企

き か く ざ い せ い か
画財政課　電

で ん わ
話　0187-84-4901

地
ち い き

域 相
そうだんいん

談員 連
れんらくさき

絡先
大
だ い せ ん し

仙市 鈴
す ず き

木　通
みつあき

明 090-2276-1113

仙
せ ん ぼ く し

北市 田
た む ら

村　雄
ゆうこう

幸 090-2957-1754

美
みさとちょう

郷町 加
か と う

藤　千
ち え こ

恵子 0187-84-2234

【タガログ語】
Mayroong serbisyo ng konsehal na magagamit para 
sa mga dayuhang naninirahan sa Lungsod ng Daisen, 
Lungsod ng Semboku at Bayan ng Misato.Kung 
mayroong mga katanungan tungkol sa buhay dito, 
maaring huwag mag atubiling makipag-ugnayan sa 
kanila. 

Tirahan Tagapayo Numero ng
Tp Daisen Mr. SUZUKI Mitsuaki 090-2276-1113

Tp Semboku Mr. TAMURA Yuko 090-2957-1754
Bayan ng 
Misato Ms. KATO Chieko 0187-84-2234

● Tagapamahala, taong tagapamahala ／
▶  Dibisyon ng Promosyon ng Palitan ng Lungsod ng 

Daisen  Telepono 0187-63-1111(ekstensiyon ng 
telepono 216)

▶  Lupon ng Edukasyon ng Lungsod ng Semboku 
para sa panghabang buhay na pag-aaral  Telepono 
0187-43-3383

▶  Dibisyon ng Pagpaplano at Pananalapi ng bayan ng 
Misato.  Telepono 0187-84-4901　

【ベトナム語】
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